
- 1 - 

農
業
委
員
会
制
度
が

変
わ
り
ま
す
！

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
２８
年
４
月
か
ら

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

●
農
業
委
員

農
業
委
員
は
、
選
挙
で
は
な
く
、
公

募
し
、
選
考
の
う
え
、
議
会
の
同
意
を

得
て
市
長
が
任
命
す
る
方
法
に
変
わ
り

ま
し
た
。

こ
れ
は
、
地
域
で
中
心
と
な
っ
て
い

る
農
業
の
担
い
手
の
意
見
を
十
分
に
反

映
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
農
業
委
員
の

過
半
数
以
上
を
認
定
農
業
者
（
認
定
農

業
者
に
準
ず
る
者
を
含
む
）
が
占
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
青
年
や
女
性
も
積
極
的
に
登

用
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
で
中
立
的

立
場
の
者
も
一
人
以
上
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

●
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

新
た
に
、
農
業
委
員
会
が
委
嘱
す
る

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
、
農

地
利
用
の
最
適
化
を
進
め
る
た
め
、
農

業
委
員
と
連
携
し
て
、
指
定
さ
れ
た
地

域
の
現
場
活
動
を
行
い
ま
す
。

農
地
利
用
の
最
適
化

を
進
め
ま
す
！

改
正
に
よ
り
、
次
の
業
務
が
必
須
業

務
に
な
り
ま
し
た
。

●
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
化

●
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消

●
新
規
担
い
手
参
入
の
促
進

そ
の
た
め
に
、
平
成
２９
年
度
か
ら
、

農
業
振
興
地
域
内
の
す
べ
て
の
農
地

（
田
・
畑
な
ど
）
を
本
格
的
に
調
査
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
調
査
の
内
容
】

主
に
現
地
調
査
と
航
空
写
真
を
使
っ

て
、
農
業
振
興
地
域
内
の
農
地
（
田
・

畑
な
ど
）
を
、
耕
作
さ
れ
て
い
る
か
、

保
全
管
理
が
さ
れ
て
い
る
か
、
遊
休
農

地
な
の
か
（
再
生
が
可
能
・
不
可
能
）
、

農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
が
利
用
状
況
調
査
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
遊
休
農
地
と
判
断
さ
れ
た
農

地
の
所
有
者
に
は
利
用
意
向
調
査
を
行

い
、
耕
作
の
予
定
や
農
地
の
有
効
利
用

を
図
る
方
法
を
相
談
し
な
が
ら
、
担
い

手
へ
の
集
積
・
集
約
化
を
進
め
、
耕
作

放
棄
地
の
発
生
防
止
・
解
消
を
目
指
し

て
い
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
は
農
地
台
帳
に

反
映
さ
れ
る
こ
と
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
「
農
地
ナ
ビ
」

（
農
地
公
開
情
報
シ
ス
テ
ム
）
で
も
農
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地
の
利
用
状
況
や
貸
借
の
有
無
な
ど
が

表
示
さ
れ
て
、
農
地
の
集
積
を
進
め
た

い
人
や
新
規
に
農
業
に
参
入
し
た
い
人

（
ま
た
は
法
人
）
の
参
考
資
料
と
な
り

ま
す
。

農
業
委
員
と
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
を

公
募
中
で
す

現
在
、
市
と
農
業
委
員
会
は
、
平
成

29
年
７
月
か
ら
活
動
し
て
い
た
だ
け

る
「
農
業
委
員
」
と
「
農
地
利
用
最
適

化
推
進
委
員
」
を
公
募
中
で
す
。
（
募

集
締
め
切
り
３
月
１３
日
（
月
）
）
詳
し

く
は
広
報
し
ろ
い
し
２
月
号
ま
た
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

平
成
２８
年
度

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
ま
し
た

平
成
２８
年
度
か
ら
、
農
地
パ
ト
ロ
ー

ル
は
、
７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
行
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

遊
休
農
地
の
確
認
と
併
せ
て
農
地
の

不
適
切
な
使
用
（
違
法
転
用
）
の
調
査

を
市
内
全
域
で
実
施
し
ま
し
た
。

耕
作
放
棄
地
は
、
草
木
の
繁
茂
に
よ

る
病
害
虫
の
発
生
や
有
害
鳥
獣
の
繁
殖
、

不
法
投
棄
に
よ
る
近
隣
農
地
へ
の
影
響

な
ど
、
環
境
問
題
と
し
て
の
苦
情
も

年
々
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、「
農

地
利
用
の
最
適
化
を
進
め
ま
す
」
の
記

事
に
記
載
の
「
遊
休
農
地
活
用
の
た
め

の
農
地
利
用
意
向
調
査
」
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
だ
、
提
出
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
調
査
に
つ
い
て
の
ご
協
力
を
お

願
い
致
し
ま
す
。

な
お
、
意
向
調
査
書
を
ご
回
答
い
た

だ
け
な
い
場
合
、
ま
た
、
耕
作
す
る
と

記
入
し
て
管
理
も
耕
作
も
し
て
い
な
い

場
合
は
、
勧
告
書
が
送
ら
れ
、
固
定
資

産
税
が
一
・
八
倍
に
課
税
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
申
請
受
付
締
切
り

毎
月

１０
日

（
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は

翌
開
庁
日
）

●
農
業
委
員
会
の
審
議

毎
月

２５
日

（
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は

翌
開
庁
日
）

●
農
地
法
三
条
の
許
可
書
の
交
付

審
議
か
ら
２
日
後
以
降

●
利
用
権
設
定
決
定
通
知
の
発
送

翌
月
初
旬

●
農
地
法
四
・
五
条
の
転
用
許
可

書
の
交
付
（
３０

a
未
満
）

翌
月
15
日
前
後

※
３０

a
以
上
の
場
合
は
更

に
日
数
が
か
か
り
ま
す

な
お
、
添
付
書
類
の
不
足
な
ど
が

あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

農地に関する手続きのスケジュール 
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農
地
は
法
律
で
守
ら
れ

て
い
る
反
面
、
様
々
な

制
約
が
あ
り
ま
す

●
農
地
の
転
用

農
地
を
宅
地
や
駐
車
場
、
資
材
置
き

場
な
ど
耕
作
以
外
の
目
的
に
利
用
す
る

と
き
は
、
農
地
転
用
の
許
可
が
必
要
で

す
。
一
時
的
（
短
期
間
）
に
使
用
す
る

場
合
も
同
様
で
す
。

許
可
な
く
転
用
し
た
場
合
「
違
反
転

用
」
と
な
り
、
農
地
へ
の
現
状
復
帰
命

令
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
罰
則
が
科

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
農
地
の
売
買
や
貸
し
借
り

農
地
法
三
条
の
許
可
あ
る
い
は
利
用

権
設
定
の
許
可
が
な
け
れ
ば
、
農
地
の

移
動
（
売
買
や
貸
し
借
り
）
は
で
き
ま

せ
ん
。

●
農
地
の
贈
与
税
や
相
続
税
の
猶
予
を

受
け
て
い
る
場
合

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
納
税
猶
予
が

打
ち
切
り
と
な
り
、
贈
与
税
（
相
続
税
）

と
利
子
税
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
耕
作
放
棄
し
て
い
る
場
合

②
第
三
者
へ
、
所
有
権
の
移
転
あ
る

い
は
貸
し
付
け
を
し
た
場
合
（
農

地
中
間
管
理
機
構
は
除
く
）

③
転
用
し
た
場
合
（
地
籍
調
査
の
結

果
農
地
で
な
く
な
っ
た
場
合
も
含

む
）

●
経
営
移
譲
年
金
（
農
業
者
年
金
）
を

受
給
す
る
た
め
に
農
地
を
後
継
者

に
貸
し
付
け
て
い
る
場
合

次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
年
金
が

支
給
停
止
（
減
額
）
に
な
り
ま
す
。

①
的
確
な
要
件
を
欠
く
第
三
者
へ
、

所
有
権
を
移
転
あ
る
い
は
貸
し
付

け
を
し
た
場
合

②
転
用
し
た
場
合
（
地
籍
調
査
の

結
果
農
地
で
な
く
な
っ
た
場
合

も
含
む
）
た
だ
し
、
自
分
（
ま
た

は
後
継
者
、
直
系
卑
属
）
用
の

居
宅
や
農
業
用
施
設
の
た
め
の

転
用
の
場
合
は
除
か
れ
ま
す

③
農
業
を
再
開
し
た
と
見
な
さ
れ

る
場
合
（
農
地
を
受
給
者
名
義

で
取
得
し
た
後
後
継
者
へ
貸
し

付
け
を
行
わ
な
い
、
農
業
関
係

の
諸
名
義
を
受
給
者
に
戻
す
な

ど
し
た
場
合
）

農
地
の
形
質
変
更
届

田
を
畑
に
す
る
、
盛
土
、
切
土
す
る

な
ど
、
利
用
方
法
を
変
更
し
た
り
、
大

き
く
地
形
を
変
え
る
場
合
は
「
農
地
形

質
変
更
届
出
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

最
近
、
建
設
工
事
で
発
生
し
た
残

土
を
使
っ
て
盛
土
を
お
こ
な
う
際
、

石
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
材
が
混
じ
っ

て
い
る
な
ど
農
地
に
向
か
な
い
土

を
入
れ
た
た
め
、
周
辺
農
地
に
悪
影

響
を
及
ぼ
し
、
手
直
し
を
し
て
も
ら

う
事
例
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

工
事
を
建
設
業
者
等
に
依
頼
す

る
場
合
は
、
土
の
採
取
場
所
や
土

質
、
作
物
補
償
な
ど
充
分
に
話
し
合

い
、
書
面
で
契
約
を
交
わ
す
な
ど
、

後
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
い
よ
う

努
め
ま
し
ょ
う
。

各
手
続
き
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は

農
業
委
員
会
事
務
局
へ

℡

２
２
―

１
２
５
６
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●
所
有
者
が
死
亡
し
た
農
地
の

名
義
変
更
は
し
ま
し
た
か
？

相
続
登
記
を
し
な
い
と
、
売
買
・

贈
与
な
ど
の
所
有
権
の
移
転
や
貸

借
権
の
設
定
な
ど
農
地
法
の
手
続

き
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
未
登
記
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
世
代
が
代
わ
る
ご
と
に

相
続
人
の
数
が
増
加
し
、
登
記
手

続
き
が
複
雑
に
な
り
困
難
を
極
め

ま
す
。

お
早
め
に
手
続
き
く
だ
さ
い
。

担
い
手
積
立
年
金

～
農
業
者
年
金
～

農
業
者
年
金
は
「
農
業
者
の
た
め
の

年
金
」
で
、
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）

に
上
乗
せ
し
た
任
意
加
入
の
公
的
年
金

制
度
で
す
。

●
加
入
要
件

次
の
①
か
ら
③
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方

①
国
民
年
金
の
第
１
号
被

保
険
者
（
免
除
を
受
け
て
い
な
い
）
②

年
間
６０
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
方

③
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
方

●
特
徴

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ
の
運

用
益
を
将
来
受
け
取
る
積
立
方
式
（
確

定
拠
出
型
）
の
年
金
で
す
。
年
金
額
が

加
入
者
・
受
給
者
の
数
に
左
右
さ
れ
な

い
少
子
高
齢
化
時
代
に
強
い
年
金
で

す
。

●
８０
歳
ま
で
の
保
証
が
つ
い
た
終
身
年

金
で
す

年
金
は
生
涯
保
証
さ
れ
ま
す
。
仮

に
、
加
入
者
や
受
給
者
が

８０
歳
に
な

る
前
に
死
亡
さ
れ
た
場
合
で
も
、
８０

歳
ま
で
に
受
け
取
る
は
ず
の
相
当
額
を

死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
が
受
け
取
れ

ま
す
。

●
保
険
料

保
険
料
は
、
月
額
２
万
円
か
ら
６
万

７
千
円
ま
で
、
経
営
状
況
や
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
に
合
わ
せ
て
、
千
円
単
位
で
い
つ

で
も
見
直
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
税
制
面
で
も
大
き
な
優
遇

支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
節
税
に
つ

な
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
受
け
取
る
農

業
者
年
金
は
、
公
的
年
金
等
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

◆
お
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

み
や
ぎ
仙
南
農
業
協
同
組
合

白
石
市
農
業
委
員
会

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

農
地
の
問
題
に
つ
い
て

農
業
委
員
２
名
に
よ
る
相

談
を
毎
月
１０
日

（
土
・

日
・
祝
日
の
場
合
は
直
前

の
開
庁
日
）
に
実
施
し
て

お
り
ま
す
。

◆
時

間

午
前

１０
時

～

正
午

◆
場

所

農
業
委
員
会
事
務
局
内

◆
今
後
の
相
談
日

３

月

１０
日

（金）

４

月

１０
日

（月）

相続登記はお済みですか？

農 家 相 談 日 
編
集
・
発
行

平
成
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年
２
月
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日
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市
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会
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局
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